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岩手県最低賃金  
岩手地方最低賃金審議会が を答申  
 

岩手県最低賃金の推移  

           ( 2003 年 ～ 2022 年 )  

年      時間額 (前年比、引き上げ率 )  

202２年  854 円 （ 33 円、 4 .02%UP）  

2021 年  821 円（ 28 円、 3 .41%UP）  

2020 年  793 円（ 3 円、 0 .38%UP）  

2019 年  790 円（ 28 円、 3 .54%UP）  

2018 年  762 円（ 24 円、 3 .15%UP）  

2017 年  738 円（ 22 円、 2 .98%UP）  

2016 年  716 円（ 21 円、 2 .93%UP）  

2015 年  695 円（ 17 円、 2 .45%UP）  

2014 年  678 円（ 13 円、 1 .92%UP）  

2013 年  665 円（ 12 円、 1 .80%UP）  

2012 年   653 円（ 8 円、 1 .23%UP）  

2011 年  645 円（ 1 円、 0 .16%UP）  

2010 年  644 円（ 13 円、 2 .02%UP）  

2009 年  631 円（ 3 円、 0 .48%UP）  

2008 年  628 円（ 9 円、 1 .45%UP）  

2007 年  619 円（ 9 円、 1 .48%UP）  

2006 年  610 円（ 2 円、 0 .33%UP）  

2005 年  608 円（ 2 円、 0 .33%UP）  

2004 年  606 円（ 1 円、 0 .17%UP）  

2003 年  605 円（ 0 円、 0 .00%）  

東
京
「

1

0

7

2

円
」
、
宮
城
「

8

8

3

円
」 

 

岩

手

地

方

最

低

賃

金

審

議

会

は

８

月

8
日(

火)

、

岩

手

県

の

最

低

賃

金

を

3

9
円

（

4
．

5

7
％

）

引

き

上

げ

8

9

3
円

（

時

間

額

）

と

す

る

よ

う

岩

手

労

働

局

長

に

答

申

し

ま

し

た

。

新

た

な

3
ラ

ン

ク

区

分

に

変

更

後

引

き

上

げ

額

は

中

央

最

低

賃

金

審

議

会

が

示

し

た

目

安

額

3

9
円

通

り

の

上

げ

幅

に

な

り

、

１

０

月

４

日(

水)

か

ら

改

定

さ

れ

ま

し

た

。 

    

 

✿交渉のメモ (専門 部会 /４回の審 議、労側で 佐々木 正人 副事務 局長が 参加 )  

賛成は、公益２名・使側３名、反対は、労側３名。  

中賃審議会から３ランクの目安が示され、A ラ ンク 41 円、B ランク 40

円、 C ランク 39 円と最低賃金制度 が始まって以来の最高額が示され た。 

労側から「デフレマインドの払拭、物価高への対応等」を主張したが、 

隔たり大きく、膠 着状態であったことから 公益委員判断となった。公益 側

は「昨今の経済状況を踏まえ目安を参考にした」とし、目安額と同じ ３９

円が示された。労側は「受け入れることができない」と 強い態度を示した

が、結果を覆すことは叶わず、目安通りの 39 円 引き上げの 893 円 と全

国で単独の最下位 となった。今後の課題 が明らかになった。  
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2023年度地域別最低賃金金額改正状況

ラ 都道府 2022年度 指

ン 県名 最低賃金額 専門部会 ６条 審議会 定 発効日 影響率

ク 時間額 時間額 引上げ額 率 決定日 ５項 結審日 発 （参考）
東京 1072 1113 41 3.82% 8月4日 ● 8月7日 ☆ 指 10月1日 17.40

神奈川 1071 1112 41 3.83% 8月4日 ☆ 8月4日 ☆ 指 10月1日 28.60
大阪 1023 1064 41 4.01% 8月7日 有 ○ － － 10月1日 24.60
埼玉 987 1028 41 4.15% 8月7日 ○ 8月7日 ○ 10月1日 22.80
愛知 986 1027 41 4.16% 8月2日 ○ 8月4日 ○ 指 10月1日 27.50
千葉 984 1026 42 4.27% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 27.50
京都 968 1008 40 4.13% 8月9日 ● 8月10日 ● 10月6日 24.50
兵庫 960 1001 41 4.27% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 28.32
静岡 944 984 40 4.24% 8月4日 ● 8月7日 ● 10月1日 21.70
三重 933 973 40 4.29% 8月7日 ☆ 8月7日 ☆ 指 10月1日 18.30
広島 930 970 40 4.30% 8月4日 ○ 8月4日 ○ 10月1日 20.50
滋賀 927 967 40 4.31% 8月4日 ☆ 8月7日 ☆ 10月1日 21.94

北海道 920 960 40 4.35% 8月7日 ● 8月7日 ● 10月1日 22.24
栃木 913 954 41 4.49% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 18.05
茨城 911 953 42 4.61% 8月7日 ● 8月7日 ● 10月1日 21.10
岐阜 910 950 40 4.40% 8月7日 △☆ 8月7日 △☆ 指 10月1日 20.60
富山 908 948 40 4.41% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 17.10
長野 908 948 40 4.41% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 16.30
福岡 900 941 41 4.56% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日 19.70
山梨 898 938 40 4.45% 8月4日 ○ 8月7日 ○ 指 10月1日 18.50
奈良 896 936 40 4.46% 8月7日 ○ 8月7日 ○ 指 10月1日 20.20
群馬 895 935 40 4.47% 8月10日 有 ○ － － 10月5日 16.17
石川 891 933 42 4.71% 8月8日 有 ○ － － 指 10月8日 17.12
岡山 892 932 40 4.48% 8月7日 有 ○ － － 指 10月1日 20.80
新潟 890 931 41 4.61% 8月7日 ● 8月7日 ● 10月1日 20.55
福井 888 931 43 4.84% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 18.02

和歌山 889 929 40 4.50% 8月7日 有 ○ － － 指 10月1日 20.90
山口 888 928 40 4.50% 8月7日 ○ 8月7日 ○ 10月1日 22.20
宮城 883 923 40 4.53% 8月7日 有 ○ － － 指 10月1日 21.72
香川 878 918 40 4.56% 8月7日 有 ○ － － 指 10月1日 16.20
島根 857 904 47 5.48% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日 19.18
福島 858 900 42 4.90% 8月3日 ☆ 8月7日 ☆ 10月1日 18.80
愛媛 853 897 44 5.16% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日 17.29
徳島 855 896 41 4.80% 8月7日 ○ 8月7日 ○ 10月1日 14.94
山形 854 900 46 5.39% 8月17日 ● 8月18日 ● 10月14日 17.94
鳥取 854 900 46 5.39% 8月9日 ● 8月9日 ● 10月5日 15.03
佐賀 853 900 47 5.51% 8月18日 ● 8月18日 ● 10月14日 19.40
大分 854 899 45 5.27% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月6日 20.80
青森 853 898 45 5.28% 8月10日 ● 8月10日 ● 10月7日 24.70
長崎 853 898 45 5.28% 8月17日 ● 8月17日 ● 10月13日 21.90
熊本 853 898 45 5.28% 8月14日 ● 8月14日 ● 10月8日 17.90
秋田 853 897 44 5.16% 8月7日 ● 8月7日 ● 指 10月1日 21.90
高知 853 897 44 5.16% 8月14日 ● 8月14日 ● 10月8日 20.92
宮崎 853 897 44 5.16% 8月10日 ● 8月10日 ● 指 10月6日 20.00

鹿児島 853 897 44 5.16% 8月10日 ● 8月10日 ● 指 10月6日 21.16
沖縄 853 896 43 5.04% 8月14日 ● 8月14日 ● 10月8日 16.40
岩手 854 893 39 4.57% 8月7日 ▲ 8月8日 ▲ 10月4日 21.80

加重平均 961 1004 43 4.47%

  ※ 決定状況表示 ○：全会一致 ●：使用者側反対　▲：労働者側反対　☆：使用者側一部反対　△：労働者側一部反対　★：使用者側一部棄権

■：使用者側退席　◆：労働者側退席　□：使用者側一部退席　◇：労働者側一部退席　▽：労働者側一部棄権

※ 加重平均は、厚生労働省発表による
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採　決 採　決
最低賃金額

2023年度決定状況
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2023年度改定

連合　労働条件局

2023 年度地域別最低賃金金額改正状況   

地域別最低賃金額改定の引き上げ目安額 ( C / 3 9 円 )以上の引き上げをめざします。 


